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2024 年５月 13 日 
各      位 

会 社 名  株 式 会 社 オーテ ッ ク 

代表者名  代表取締役社長 市原 伸一 

（コード：１７３６、東証スタンダード市場） 

問合せ先  取締役管理本部長 安野 進 

（TEL．０３－３６９９－０４１１）  
 
 

当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入に関するお知らせ 

 
当社は、2024年５月13日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下｢会社の支配

に関する基本方針｣といいます。）を決定するとともに、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者

によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号ロ（2））とし

て、以下の当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）（以下｢本プラン｣といいます。）

を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

本プランは、上記取締役会決議に基づいて導入することといたしましたが、その有効期間を2024年６月

開催予定の当社の定時株主総会（以下「次回定時株主総会」といいます。）の終結の時までとし、当該株主

総会において本プランの更新の可否をお諮りすることといたします。 

なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、監査等委員である取締役（いずれも社

外取締役）３名を含む当社取締役全員の賛成により承認されております。 

 

本プランの主な内容は次のとおりです。詳細につきましては、５頁以降の本文をご参照ください。 



 

- 2 - 

Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 

（当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針） 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認めら

れており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされた場合に、当該買付等に応じるか否かは、 終的

には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。 

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株

主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるも

のなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在します。 

このような中、当該大規模買付行為等が、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響を

株主の皆様に適切にご判断いただくためには、大規模買付者からの必要かつ十分な情報の提供が必要不可

欠です。そして、その判断を適確に行うためには、大規模買付者からの情報にとどまらず、大規模買付者

の提案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必要であることもいう

までもありません。 

そこで、当社は、本プランにおいて、①大規模買付者に株主の皆様がその是非を判断するために必要か

つ十分な情報の提供を求めるとともに、②当社取締役会として、当該大規模買付者の提案内容が当社の企

業価値ないし株主の皆様の共同の利益にどのような影響を及ぼすか、また、大規模買付者の提案内容に対

する経営方針等の当社取締役会としての代替案を提供するとともに、必要に応じて、大規模買付者と当社

の経営方針等に関して交渉又は協議を行うこととし、③これらを踏まえ、株主の皆様が大規模買付行為等

の是非を判断するために必要な時間を確保することを目的として、以下の手続を定め、大規模買付行為等

があった際には、適切な措置を講じることとします。 

そして、前述のとおり、当社は、大規模買付行為等に応じるか否かの判断は、 終的には株主の総体的

意思に基づき行われるべきものと考えております。そのため、当社取締役会としましては、本プランに定

める手続を経て、株主の皆様が、大規模買付行為等の目的や内容等の詳細を検討し、その是非を判断する

のに必要な時間と情報が事前に十分提供された上で、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものとし

て当該大規模買付行為等の実行に同意される場合には、これを否定するものではありません。 

当社は、株主の皆様の総体的意思を尊重するべく、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動す

るに当たっては、原則として、大規模買付行為等に応じるか否かに係る当社の株主の皆様による意思表明

の場として、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催することといたします。その結果、

株主の皆様が大規模買付行為等に賛同する意思を表明された場合、すなわち、当社が大規模買付行為等に

対する対抗措置を講じることに係る議案について、株主意思確認総会の普通決議によって承認可決されな

かった場合、当社取締役会といたしましては、当該大規模買付行為等が、本プランに沿って開示された条

件及び内容等に従って行われる限り、それを阻止するための行為を行いません。 

したがいまして、本プランに基づく対抗措置（具体的には新株予約権の無償割当て）は、(a)対抗措置の

発動につき株主意思確認総会による承認が得られた場合であって、かつ、大規模買付者（下記Ⅲで定義さ

れます。）が大規模買付行為等を撤回しない場合、又は、(b)大規模買付者が下記Ⅲに記載した手続を遵守

しない場合であって、大規模買付行為等が行われる前に株主意思確認総会を開催することが不可能である

か又は困難であると判断されるときにのみ、独立委員会（詳細については、下記Ⅲ.2「独立委員会の設置」

をご参照ください。）による勧告を 大限尊重して発動されます。 
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Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

１ 当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益向上に向けた取組み 

 

(1) 当社の経営の基本方針 

当社グループは、建築物の自動制御システムの設計・施工・メンテナンス（保守）並びに建設設備関連

の管工機材及び環境関連機器の販売を通じて建物環境の快適性、利便性を図り、社会に貢献することを基

本理念とし、次の３つの経営理念を掲げております。 

① 信頼～未来を支える共感～ 

取引先、従業員、地域社会などあらゆる関係先との誠実なコミュニケーションを通じて、ステーク

ホルダーとの信頼関係を築きます。 

「信頼」は、私たちの事業の基盤であり、未来を支える共感の源泉です。 

②進取～革新的な未来への挑戦～ 

新たなアイデアや革新的なアプローチを常に追求します。高い技術力と優れたサービスを提供する

ことで、お客様の課題を解決し、価値を創造します。 

「進取」は、私たちの事業の原動力であり、革新的な未来への挑戦の姿勢です。 

③創意～個々の成長と社会の豊かさの提供～ 

従業員の新たな創造力を発揮させることで、会社の成長を実現します。また、会社の成果を社会に

還元することで、ゆとりある生活の実現に貢献します。 

「創意」は、私たちの事業の目的であり、個々の成長と社会の豊かさの提供の手段です。 

この経営理念のもとに、「株主」、「取引先」、「従業員」等あらゆるステークホルダーの期待に応え

るべく 善の経営努力を続けております。 

そのために、当社は、顧客が要求する製品の品質を確実に実現するため、引き続き技術力の向上と販売

体制の継続的改善を図ることで社会に貢献していく所存であります。 

 

(2) 中長期的な当社の経営戦略 

当社グループでは、2022 年度から 2024 年度にわたる第３次中期経営計画を策定しており、2024 年度が

創業 90 年の節目の年となることから、創業 90 年を迎えるための基盤とすべく、第２次中期経営計画の成

果と課題を踏まえ、次の３つの項目を基本方針とし、ＳＤＧｓへの取り組みを含めて、持続的成長とより

一層の企業価値の向上に取り組んでまいります。 

①経営基盤の充実 

②事業基盤の成長 

③エンゲージメントの向上 

また、セグメントごとの中期経営戦略は、以下のとおりであります。 

環境システム事業 

①放射空調システムの事業協業展開 

②ソリューション事業の強化・発展 

③地域連携プロジェクト体制の構築 

管工機材事業 

①管工機材の新規ビジネスへの展開 

②環境配慮型商品の拡販 
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２ コーポレート・ガバナンスに関する取組み 

 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、ステークホルダーの期待に応えるべく、企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経

営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値の向上につながると考えており、コーポレー

ト・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 

 

(2) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

当社は、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を

行うため、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置した監査等委員会設置会社の体制を採用して

おります。また、取締役の指名・報酬等に関する手続において、透明性・客観性を強化することにより、

コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることを目的に取締役会の任意の諮問機関として、指名諮問委

員会及び報酬諮問委員会を設置しております。 

取締役会は、株主に対する受託者責任を認識した上で、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現によ

り、十分な監督機能を発揮するとともに、経営の公正性・透明性を確保し、持続的な成長と中長期的な企

業価値の向上を図ることを責務としています。取締役会では、法定事項のほか、特に重要な業務執行に関

する事項について取締役会規則に基づき決議しております。 

経営会議は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、常勤の取締役、執行役員及び事業部長

で構成されています。経営会議では、取締役会での決議事項以外の重要な職務の執行に関して審議及び決

定を行っております。 

監査等委員会は、期待される重要な役割・責務や監査等委員会にのみ付与された権限を十分認識し、独

立した客観的な立場で企業価値の向上に資するよう、内部統制システムを利用した組織的監査を行うとと

もに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。 

また、監査等委員である取締役は、取締役会には監査等委員である取締役全員が、経営会議には常勤の

監査等委員である取締役が出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行状況の監査を行

っております。 

指名諮問委員会は、代表取締役及び役付取締役候補者の選定、取締役候補者の選任について、取締役会

の諮問に基づき答申を行っております。 

報酬諮問委員会は、取締役の個別報酬、役員賞与額及び業績連動株式報酬の付与ポイント数に関して取

締役会の諮問に基づき答申を行っております。 

倫理委員会は、経営会議の直属機関として、役職員の日常行動が法令・諸規則・企業倫理等の社会的規

範を遵守し、適切に行われていることを検証しております。 

 

(3) その他 

上記のほか、当社は、 新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえながら、コーポレート・ガバナ

ンスの強化に取り組んでおります。 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の詳細につきましては、当社のコーポレート・ガバナンスに関す

る報告書をご参照ください。 
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Ⅲ 本プラン（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組み）の内容 

 

１ 本プランの目的及び概要 

 

本プランは、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を 大化することを目的として、上記 I「会

社の支配に関する基本方針」に沿って導入されるものです。 

当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断については、当社の企業

価値ないし株主の皆様共同の利益の 大化の観点から、 終的には株主の皆様によってなされるべきもの

と考えております。そのため、当社は、当社株式の大規模買付行為等に関するルールとして本プランを設

定し、大規模買付行為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する必要かつ十分な情報

の提供を求めるとともに、当社取締役会として大規模買付情報を十分に評価･検討し、大規模買付者との交

渉や株主の皆様への代替案の提示等を行なうための期間を確保することといたします。そして、大規模買

付行為等を受け入れるか、もしくは大規模買付行為等に対して対抗措置を発動するか否かについて、株主

の皆様の総体的な意思を確認するため、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するに当たって

は、原則として、株主意思確認総会を開催することとします。 

なお、2024 年３月末日現在における当社の大株主の状況は、別紙１「当社大株主の状況」のとおりであ

り、現時点において、当社の株主を含む特定の第三者から当社株式の大規模買付行為等を行う旨の通告又

は提案等を受けている事実はありません。 

また、別紙１「当社大株主の状況」のとおり、当社の筆頭株主である株式会社日本カストディ銀行（り

そな銀行再信託分・日本継手株式会社退職給付信託口）が 20％以上の当社株式を保有していますが、当社

と日本継手株式会社は友好的な関係にあり、財務及び事業の方針に関しては相互に独立した意思決定を行

っております。 

 

２ 独立委員会の設置 

 

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・

合理性を担保するため、独立委員会規程（概要につきましては、別紙２をご参照ください。）に基づき、

独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、

当社の業務執行から独立している社外取締役又は社外有識者（実績のある会社経営者、弁護士、公認会計

士、コンサルタントその他の専門家等）のいずれかに該当する者の中から選任します。本プラン導入時に

就任した独立委員会委員の氏名・略歴は別紙３に記載のとおりです。  

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非その他本プランに

則った対応を行うに当たって必要な事項について諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益の向上の観点から大規模買付行為等について慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に対し対抗

措置を発動すべき状態にあるか否か等についての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会

の勧告を 大限尊重した上で対抗措置の発動等について決定することとします。独立委員会の勧告内容に

ついては、その概要を適宜公表することとします。 

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、必要に応じて当社の費用で、独立した第三者である外部専門家（ファイナ

ンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等）の助言を得ることが
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できるものとします。  

 

３ 対象となる大規模買付行為等 

 

本プランにおいて、「大規模買付行為等」とは、 

① 特定株主グループ1の議決権割合2を20%以上とすることを目的とする当社株券等3の買付行為（公開買

付けの開始を含みますが、それに限りません。）、 

② 結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となるような当社株券等の買付行為（公開買

付けの開始を含みますが、それに限りません。）、 

又は 

②  上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グループが、

当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で行う行

為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該

当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその

一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係4を樹立する

あらゆる行為5（但し、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主グループと当該他の株主

の議決権割合の合計が 20%以上となるような場合に限ります。） 

を意味し（いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。）、「大規模買付者」とは、かかる大規

模買付行為等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする者を意味します。 

 

４ 対抗措置の発動に至るまでの手続 

 

(1) 意向表明書の提出 

大規模買付者には、大規模買付行為等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該大規模買付者が大

規模買付行為等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表

 
1 特定株主グループとは、 

(i)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3

項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者と

みなされる者を含みます。）、 

(ii)当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品

市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。）、 

(iii)上記(i)又は(ii)の者の関係者（これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他こ

れらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共

同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをいいます。）並びに 

(iv)上記(i)乃至本(iv)に該当する者から市場外の相対取引又は東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-1）により当社の株券等を譲り受けた者を意味し

ます。 
2 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株

券等をいいます。）の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。

この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）又は(ii)

特定株主グループが当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け等

を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。株券等保有割合又は株券

等所有割合の算出に当たっては、発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）及び総議決権の数（同法第27条の2第8項に規定

するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 
3 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。 
4 「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか

否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券

等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として行うものとします。 
5 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします（かかる判断に当たっては、独立委員会の勧告を 大限尊重

するものとします。）。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提

供を求めることがあります。 
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明書」といいます。）を当社の定める書式により、日本語で提出していただきます。 

具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただくとともに、大規模買付者が会社その他の

法人である場合には、その定款、履歴事項全部証明書（又はそれらに相当するもの）並びに直近５事業年

度における単体及び連結ベースでの貸借対照表及び損益計算書を、併せて提出していただきます。 

① 大規模買付者の概要 

イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地 

ロ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その代表者、取締役（又はそれに相当する役職。

以下同じとします。）及び監査役（又はそれに相当する役職。以下同じとします。）それぞれの氏名

及びその過去 10 年間の経歴 

ハ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その目的及び事業の内容 

ニ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その直接・間接の大株主又は大口出資者（持株

割合又は出資割合上位 10 名）及び実質支配株主（出資者）の概要 

ホ) 国内連絡先 

ヘ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その設立準拠 

ト) 主要な出資先の名称、本社所在地及び事業内容並びにそれら主要出資先に対する持株割合ないし出

資割合 

② 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び意向表明書提出前60日間における大規模買付

者の当社の株券等の取引状況 

③ 大規模買付者が提案する大規模買付行為等の概要（大規模買付者が大規模買付行為等により取得を

予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為等の目的（支配権取得若しくは経営参

加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重

要提案行為等6その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはその

すべてを記載していただきます。）を含みます。） 

当社は、大規模買付者から意向表明書が提出された事実については速やかに開示し、当社取締役会に提

出された意向表明書については、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必要である

と認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表いたします。 

 

(2) 必要情報の提供要請 

当社取締役会は、当社が大規模買付者から意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、

大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する情報（以下「必要情報」といいます。）について記載し

た書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リストの記載に

したがい、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。 

必要情報の一般的な項目は別紙４のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性及び大規模買

付行為等の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意

見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。 

当社取締役会は、本プランに定められた手続の迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付

者に対し情報提供の期限（ 初に必要情報リストを交付した日から起算して60日間を上限とします。以下

「情報提供期間」といいます。）を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基

づく延長要請があった場合は、情報提供期間を延長することができるものとします。 

 
6 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条８の２第 1 項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣

府令第 16 条に規定される「重要提案行為等」をいいます。以下同じとします。 
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なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該必要情報が

大規模買付行為等を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役

会は、情報提供期間内で、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求める（かかる判断にあたっては独

立委員会の判断を 大限尊重します。）ことがあります。 

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必

要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表いたし

ます。 

 

(3) 取締役会評価検討期間 

当社取締役会は、大規模買付行為等の評価等の難易度に応じ、必要情報の提供を完了した後又は情報提

供期間満了日のいずれか早い日の翌日後、対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式の

買付けの場合は 長60日間、その他の大規模買付行為等の場合は 長90日間を当社取締役会による評価、

検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価検討期間」といいます。）として

設定します。なお、取締役会評価検討期間は、評価・検討のために不十分であると取締役会及び独立委員

会が合理的に認める場合に限り、延長できるものとしますが、延長の期間は 大30日間とします。その場

合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び

投資家の皆様に開示いたします。 

取締役会評価検討期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立委員会とは別の独立した第三者である外

部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等）

の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を 大限尊重した

上で、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者

との間で大規模買付行為等に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を

提示することもあります。 

大規模買付行為等は、取締役会評価検討期間の経過後（但し、株主意思確認総会を開催する場合、株主

意思確認総会において対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には株主意思確認総会の終結後とし、

株主意思確認総会において対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には株主意思確認総会の終結後

速やかに開催される当社取締役会終結後）にのみ開始することができるものとします。 

 

(4) 大規模買付行為等が実施された場合の対応 

① 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する場合 

大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付者から提供

された必要情報その他一切の事情を勘案の上、独立委員会の意見を 大限尊重し、大規模買付行為

等の評価、検討、交渉、意見形成、代替案の立案等を行います。その上で、当社取締役会として、

大規模買付行為等がなされることに反対であり、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断した場合には、取締役会評価検討期間内に

株主意思確認総会を開催することを決定し、当該決定後速やかに株主総会を開催します。 

なお、以下の(i)から(x)のいずれかに該当すると合理的な根拠をもって判断できる場合には、当

社取締役会は、原則として当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断するもの

とします。もっとも、かかる判断は、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断できる場合に限って行うものであり、以下の(i)から

(x)のいずれかに形式的に該当することのみをもって行うものではありません。 
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(i) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値

で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買付けを行っている場合（いわ

ゆるグリーンメイラーである場合） 

(ii) 会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企

業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に委譲さ

せる等、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買付けを行っている場合 

(iii) 会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債

務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買付けを行っている場合 

(iv) 会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券

等高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせる

かあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜け

をする目的で株式の買付けを行っている場合 

(v) 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（

初の買付けで当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条

件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式の買付けを行

うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、

株主の皆様に当社の株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合 

(vi) 大規模買付行為等の結果、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係

が悪化すること等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損

なうと判断される場合 

(vii) 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企

業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の

企業価値と比べて明らかに劣後するため、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を著しく毀損すると判断される場合 

(viii) 当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株式を

取得後、様々な策を弄して、専ら短中期的に当社の株式を当社自身や第三者に転

売することで売却益を獲得しようとし、 終的には当社の資産処分まで視野に入

れてひたすら自らの利益を追求しようとするものであると判断される場合 

(ix) 大規模買付者の提案する当社の株式の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該

金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みま

す。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含みますがこれらに限られません。）が、

当社の本源的な価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断され

る場合 

(x) その他(i)から(ix)までに準じる場合で、当社の企業価値ないし株主共同の利益を

著しく損なうと判断される場合 

株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要

情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事

項、独立委員会の勧告又は意見等を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知ととも

に送付し、適時・適切にその旨を開示します。株主の皆様には、大規模買付行為等に関する情報を

ご検討いただいた上で、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かについてのご判断を、

当社取締役会が提案する対抗措置の発動に関する議案に対する賛否の形で表明していただくことに
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なります。そして、当該議案について株主意思確認総会に出席された議決権を行使できる株主の皆

様の議決権の過半数の賛成が得られた場合には、当該対抗措置の発動に関する議案が承認されたも

のとします。株主意思確認総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社

取締役会は、その決議に従うものとします。具体的には、株主意思確認総会において対抗措置を発

動することを内容とする議案が否決された場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。

他方、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された場合には、

大規模買付者が大規模買付行為等を撤回しない限り、その終結後、速やかに、当社取締役会におい

て対抗措置を発動するために必要となる決議を行います。株主意思確認総会の結果は、決議後適時・

適切に開示いたします。 

 

② 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合 

大規模買付者が本対応方針に定めた手続を遵守しない場合であっても、原則として、当社取締役

会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保又は向上のために、速やかに株主

意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものと

します。株主意思確認総会の開催と、議案の成否に伴う以後の対応等に関しては、上記①と同様で

す。 

但し、大規模買付者が株主意思確認総会を開催するために必要な期間の確保に協力しないことそ

の他の理由により、大規模買付行為等が行われる前に株主意思確認総会を開催することが不可能で

あるか又は困難であると判断されるときは、その具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締

役会は、原則として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置

を講じることにより大規模買付行為等に対抗することといたします。 

なお、本プランに定めた手続を遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情

をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出されないことのみをもって本プ

ランに定めた手続を遵守しないと認定することはしないものとします。 

また、当社取締役会は、大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守したか否かの判断、大規模

買付行為等が行われる前に株主意思確認総会を開催することが不可能であるか又は困難であるか否

かの判断、及び大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しなかったものとして対抗措置を発動

すべきか否かの判断に際し、独立委員会の意見又は勧告を 大限尊重するものとします。 

 

５ 対抗措置の概要 

 

当社取締役会は、上記４の手続に従い、対抗措置を発動する場合、独立委員会の勧告を 大限尊重し、

対抗措置の発動に関する会社法上の機関としての決定を行います。 

この場合、当社取締役会は具体的対抗措置として、差別的行使条件の付された新株予約権の無償割当て

を行いますが、その概要は原則として別紙５に記載のとおりです。実際に新株予約権の無償割当てを行う

場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とする

など、対抗措置としての効果を勘案した条件を設けます。 

 

６ 株主及び投資家の皆様への影響 

 

(1) 本プラン導入時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響 
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本プランの導入時には、新株予約権の無償割当ては実施されません。従って、本プランがその導入時に

株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接的具体的な影響を与えることはありません。 

 

(2) 新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響 

当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置（具体的

には新株予約権の無償割当て）を講じる場合であっても、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様（別紙 5

「新株予約権無償割当ての概要」5．に定める非適格者を除きます。次号(3)においても同じです。）が法的

権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。 

一方、別紙５「新株予約権無償割当ての概要」5．に定める非適格者に該当する株主については、対抗措

置が発動された場合、結果的に、その法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性がありま

す。 

当社取締役会が具体的な対抗措置を講じること又は講じないことを決定した場合には、法令及び当社が

上場する金融商品取引所規則等に従って、適時・適切に開示を行います。 

なお、当社は、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された後（新

株予約権の無償割当ての効力発生後を含みます。）においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為等

を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当てを中止し、

又は当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。こ

れらの場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売却等を行った株主又は投

資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

(3) 新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に必要となる手続 

対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込みを要する

ことなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新株予約権

の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領する

ことになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。但し、この場合当社は、新株予約権の割

当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式に

よる書面のご提出を求めることがあります。 

 

７ 本プランの合理性を高める仕組み 

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが上記Ⅰの会社の支

配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではなく、高い合理性を有していると考えております。 

 

(1) 買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること 

本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年５月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向

上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経済産業省に設置された企業価値

研究会が 2008 年６月 30 日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経

済産業省に設置された公正な買収の在り方に関する研究会が 2023 年８月 31 日に発表した「企業買収に

おける行動指針」の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の

原則）、及び株式会社東京証券取引所が 2015 年６月 1 日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」
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の「原則 1-5 いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる

要件は、本プランにおいても充足されています。 

 

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、上記１「本プランの目的及び概要」に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為

等に際し、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が

代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこ

と等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目

的をもって導入されるものです。 

 

(3) 株主意思を直接的に反映するものであること（取締役の恣意的判断の排除） 

本プランは、当社取締役会の決議により導入いたしますものの、導入後、間もなく開催される次回定

時株主総会において本プランの更新に係る議案が承認可決された場合にのみ継続されることとしており、

本プランの導入について、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設計としております。 

また、大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する場合、当社取締役会が本プランに基づいて対

抗措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会において対抗措置発動の決議がされた場合に

限定しております。また、大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合であっても、当社取

締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、原則として、株主意思確認総会

において対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。 

したがって、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設

計としております。 

 

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視（取締役の恣意的判断の排除） 

上記４(4)「大規模買付行為等が実施された場合の対応」に記載のとおり、本プランの必要性及び相当

性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫用されることを防止するため、対抗措置の発動の是非

その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について、当社の業務執行を行う経営陣から

独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、当該勧告を 大限尊重す

ることとしており、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよ

う、本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。 

 

(5) デッドハンド型及びスローハンド型の対応方針ではないこと 

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止する

ことが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型の対応方針（取締役会の構成員の過半

数を交代させてもなお、発動を阻止できない対応方針）ではありません。 

また、当社取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の任期は１年であり、監査等委員である取

締役の任期は２年でありますが、取締役会の構成員の交替を一度に行うことについて制限はなされてお

らず、スローハンド型の対応方針（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発

動を阻止するのに時間を要する対応方針）ではございません。なお、当社では、取締役（監査等委員で

ある取締役を除きます。）の解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重

をしておりません。 
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８ 本プランの廃止の手続及び有効期間 

 

本プランの有効期限は次回定時株主総会（2024 年６月開催予定の当社の定時株主総会）の終結の時まで

とし、当該株主総会において本プランの更新の可否をお諮りすることといたします。なお、次回定時株主

総会において、本プランの継続を株主の皆様にご承認いただいた場合には、本プランの有効期間は、次回

定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する当社定時株主総会の終結の

時まで延長されるものとし、以後も同様といたします。また、次回定時株主総会において株主の皆様から

のご承認を得られなかった場合には、次回定時株主総会の終結の時をもって本プランは廃止されるものと

いたします。加えて、本プランは、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、

②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとし

ます。 

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の

観点から随時見直しを行い、独立委員会の賛同を得た上で、取締役会決議により、本プランの変更を行う

ことがあります。当社取締役会において、本プランについて変更、廃止等の決定を行った場合には、その

内容を速やかに公表します。 

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場する金

融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字

脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、

必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正又は変更する場合があります。 

 

以 上 
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別紙１ 

当社大株主の状況 

2024 年 3 月 31 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 

株主名 
当社への出資状況 

持株数（千株） 持株比率（％） 

株式会社日本カストディ銀行（りそな銀行再信託分・

日本継手株式会社退職給付信託口） 
1,046 20.05 

光通信株式会社 398 7.64 

株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２ 390 7.48 

オーテック従業員持株会 316 6.06 

オーテック共栄会 268 5.13 

アズビル株式会社 250 4.79 

株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３ 193 3.70 

株式会社ＦＭバルブ製作所 142 2.72 

株式会社みずほ銀行 135 2.58 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 120 2.30 

株式会社大和バルブ 120 2.30 

(注)１.当社は自己株式を 483 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 

２.当社は取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度「株式給付 

信託（ＢＢＴ）」及び従業員に対して自社の株式を交付する「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しており、 

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が当社株式 27 千株を、日本マスタートラスト信託銀行株式 

会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・76717 口）が当社株式 51 千株を保有しております。なお、株式会社 

日本カストディ銀行（信託Ｅ口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託 

口・76717 口）が保有する当社株式については、自己株式に含めておりません。 

３.持株比率は自己株式を控除して計算し、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

４.株式会社日本カストディ銀行（りそな銀行再信託分・日本継手株式会社退職給付信託口）は、日本継手 

株式会社が所有する持株数 1,046 千株を株式会社りそな銀行へ委託した信託財産であります。信託契約 

上、議決権の行使については、日本継手株式会社が指図権を留保しております。 

 

 



 

- 15 - 

 

別紙２ 

独立委員会規程の概要 

 

 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。 

 

 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立し

ている社外取締役又は社外有識者（実績のある会社経営者、弁護士、公認会計士、コンサルタントその

他の専門家等）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。 

 

 独立委員会は、大規模買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否かの判断、大規模買付行為等

が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの判断、対抗措置の発動不発

動の判断、一旦発動した対抗措置の停止の判断など、当社取締役会から諮問のある事項について、原則

としてその決定の内容を、その理由及び根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員

会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの

観点からこれを行うこととする。 

 

 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・ア

ドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等）の助言を得ることができるもの

とする。 

 

 独立委員会の決議は、全会一致をもってこれを行う。 

 

以 上 
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別紙３ 

独立委員会の委員の略歴 

 

本プラン導入時の独立委員会の委員及びその略歴は、以下のとおりであります。 

 

山田 仁美（やまだ ひとみ） 1962 年１月 19 日生まれ 

（略歴） 

1984 年４月  ＴＤＫ株式会社 入社 

1990 年 10 月  青山監査法人（現 ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）入所 

1994 年８月  公認会計士登録 

2007 年７月  山田仁美公認会計士事務所開設 同事務所代表（現任） 

2015 年７月  監査法人双研社（現 ふじみ監査法人）入所 

2020 年６月  当社取締役（監査等委員）（現任） 

2020 年７月  株式会社会計工房 入社 

2022 年６月  株式会社オーハシテクニカ 社外取締役（監査等委員）（現任） 

2023 年６月  株式会社東日本銀行 社外監査役（現任） 

 

酒井 昌弘（さかい まさひろ） 1968 年９月 18 日生まれ 

（略歴） 

1992 年４月  株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 

2000 年４月  八州総合興産株式会社 入社 

2008 年 11 月  同社 代表取締役（現任） 

2009 年８月  株式会社セブンシーズインベストメント 代表取締役（現任） 

2016 年 12 月  弁護士登録 

2017 年２月  鍛治・酒井法律事務所開設 同事務所共同代表（現任） 

2022 年６月  当社取締役（監査等委員）（現任） 

 

小池 德子（こいけ のりこ 戸籍上の氏名：櫻田德子） 1962 年９月 17 日生まれ 

（略歴） 

1985 年３月  株式会社サンリオ 入社 

1989 年 10 月  青山監査法人（現 ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）入所 

1993 年４月  公認会計士登録 

1994 年９月  山田＆パートナーズ会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ） 入所 

1997 年１月  公認会計士小池事務所開設 同事務所代表（現任） 

2015 年６月  株式会社東日本銀行 社外監査役 

2020 年６月  株式会社マツモトキヨシホールディングス（現 株式会社マツキヨココカラ＆ 

カンパニー） 社外監査役（現任） 

2020 年９月  一般社団法人日本バレーボールリーグ機構（現 一般社団法人ジャパンバレー 

ボールリーグ） 理事（現任） 

2023 年３月  ヒューリック株式会社 社外監査役（現任） 



 

- 17 - 

 

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。 

 取締役山田仁美及び酒井昌弘の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。また、小池德子氏は、

補欠の監査等委員である取締役であります。当社は、山田仁美及び酒井昌弘の両氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 
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別紙４ 

大規模買付者に提供を求める情報 

 

1. 大規模買付者及びそのグループ（主要な株主又は出資者（直接であるか又は間接であるかを問いません。

以下同じ）、重要な子会社・関連会社、共同保有者及び特別関係者を含み、ファンドの場合は各組合員、

出資者その他の構成員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。以下同じ）の詳細（沿

革、具体的名称、資本構成、出資割合、事業内容、財務内容及び過去 10 年以内における法令違反行為の

有無（及びそれが存する場合にはその概要）、並びに役員の氏名、過去 10 年間の経歴及び過去におけ

る法令違反行為の有無（及びそれが存する場合にはその概要）等を含みます。） 

 

2. 大規模買付者及びそのグループの内部統制システム（グループ内部統制システムを含みます。）の具体

的内容及び当該システムの実効性の有無ないし状況 

 

3. 大規模買付行為等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営

参画の意思の有無、大規模買付行為等の対価の種類及び金額、大規模買付行為等の時期、関連する取引

の仕組み、買付予定の株券等の数及び買付け等を行った後における株券等所有割合、大規模買付行為等

の方法の適法性、大規模買付行為等及び関連する取引の実現可能性（大規模買付行為等を一定の条件に

係らしめている場合には当該条件の内容）、並びに大規模買付行為等の後に当社株券等が上場廃止とな

る見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、大規模買付行為等の方法の適法性につ

いては資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます。） 

 

4. 大規模買付行為等の対価の算定根拠及びその算定経緯（算定の前提事実・仮定、算定方法、算定に用い

た数値情報及び大規模買付行為等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー及びディス

シナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び

当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。） 

 

5. 大規模買付行為等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者（直接であるか間接であるかを問いま

せん。）を含みます。）の具体的名称、調達方法並びに、資金提供が実行されるための条件の有無及び

内容、資金提供後の担保ないし誓約事項の有無及び内容、関連する取引の具体的内容を含みます。） 

 

6. 大規模買付行為等に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対する重要提案行為等を行うこと

に関する意思連絡を含みます。以下同じ）の有無及び意思連絡がある場合はその具体的内容及び当該第

三者の概要 

 

7. 大規模買付者及びそのグループによる、当社の株券等の保有状況、当社の株券等又は当社若しくは当社

グループの事業に関連する資産を原資産とするデリバティブその他の金融派生商品の保有状況及び契約

状況、並びに当社の株券等の貸株、借株及び空売り等の状況 

 



 

- 19 - 

8. 大規模買付者及びそのグループが既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、

売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その

契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容 

 

9. 大規模買付者が大規模買付行為等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他

第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象と

なっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容 

 

10. 大規模買付行為等の完了後に企図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、

資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等（大規模買付行為等の後における当社資産の売却、担保

提供その他の処分に関する計画を含みます。） 

 

11. 大規模買付行為等の後における当社及び当社グループの役員、従業員、労働組合、取引先、顧客及び当

社施設等が所在する地方公共団体その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針 

 

12. 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

 

13. 大規模買付行為等に関し適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府又は

第三者から取得すべき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、外国為替及び外国貿易法その

他の法令等に基づく承認又は許認可等の取得の可能性（なお、これらの事項については、資格を有する

弁護士による意見書を併せて提出していただきます。） 

 

14. 大規模買付行為等の後における当社グループの経営に関して必要な国内外の法令等に基づく許認可の維

持の可能性及び国内外の法令等の規制遵守の可能性 

 

15. 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いません。）

及び関連が存在する場合にはその詳細 

 

以 上 
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別紙５ 

新株予約権無償割当ての概要 

 

1. 新株予約権の目的となる株式の種類  

当社普通株式 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数は、取締役会が別途定める数とします。 

 

3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は 1 円に各新株予約権の目的となる株

式の数を乗じた額とします。 

 

4. 新株予約権を行使することができる期間  

新株予約権を行使することができる期間は、取締役会が別途定める一定の期間とします。 

 

5. 新株予約権の行使の条件 

(a) 非適格者が保有する新株予約権（実質的に保有するものを含みます。）は、行使することができません。 

「非適格者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 

(i)   大規模買付者 

(ii)  大規模買付者の共同保有者（金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項及び第 6 項） 

(iii) 大規模買付者の特別関係者（金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項） 

(iv)  取締役会が独立委員会による勧告を踏まえて以下のいずれかに該当すると合理的に認定した者 

(x) 上記(i)から本(iv)までに該当する者から当社の承認なく新株予約権を譲り受け又は承継した

者 

(y) 上記(i)から本(iv)までに該当する者の「関係者」。「関係者」とは、これらの者との間にフィナ

ンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他こ

れらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバ

イザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者

をいいます。組合その他のファンドに係る「関係者」の判定においては、ファンド・マネージ

ャーの実質的同一性その他の諸事情が勘案されます。 

(b) 新株予約権者は、当社に対し、上記 5(a)の非適格者に該当しないこと（第三者のために行使する場合に

は当該第三者が上記 5(a)の非適格者に該当しないことを含みます。）についての表明・保証条項、補償

条項その他当社が定める事項を記載した書面、合理的範囲内で当社が求める条件充足を示す資料及び法

令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 

(c) 適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者による新株予約権の行使

に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要とされる場合、当該管轄地域に所在する者は、

当該手続及び条件が全て履行又は充足されていると当社が認めた場合に限り、新株予約権を行使するこ

とができます。なお、当社が上記手続及び条件を履行又は充足することで当該管轄地域に所在する者が

新株予約権を行使することができる場合であっても、当社としてこれを履行又は充足する義務を負うも
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のではありません。 

(d) 上記 5(c)の条件の充足の確認は、上記 5(b)に定める手続に準じた手続で取締役会が定めるところによる

ものとします。 

 

6. 取得条項 

(a) 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使の新株

予約権で、上記 5(a)及び(b)の規定に従い行使可能な（即ち、非適格者に該当しない者が保有する）も

の（上記 5(c)に該当する者が保有する新株予約権を含みます。下記 6(b)において「行使適格新株予約権」

といいます。）について、取得に係る新株予約権の数に、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数を

乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式を対価として取得することができます。 

(b) 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使の新株

予約権で行使適格新株予約権以外のものについて、取得に係る新株予約権と同数の新株予約権で非適格

者の行使に一定の制約が付されたもの（以下に記載する行使条件その他取締役会が定める内容のものと

します。以下、当該新株予約権を「第 2 新株予約権」といいます。）を対価として取得することができま

す。 

(行使条件) 

非適格者は、次に定める場合その他取締役会が定める場合を除き、第 2 新株予約権を行使すること

ができません。 

(x) 大規模買付者が株主意思確認総会決議後に大規模買付行為等を中止又は撤回し、かつ、その後

大規模買付行為等を実施しないことを誓約するとともに、大規模買付者その他の非適格者が、

当社が認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合であって、かつ、 

(y) 当該処分を行った後における大規模買付者の株券等保有割合（但し、本(y)において、株券等保

有割合の計算に当たっては大規模買付者やその共同保有者以外の非適格者についても当該大規

模買付者の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する第 2 新株予

約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定します。）として当社取締役会が認

めた割合が 20%を下回っている場合は、当該処分を行った大規模買付者その他の非適格者は、

当該処分がなされた株式の数に相当する数の株式を目的とする第2新株予約権につき、当該20%

を下回る割合の範囲内でのみ行使することができます。 

(c) 当社は、新株予約権の行使が可能となる期間の開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取

得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ

て、全ての新株予約権を無償で取得することができるものとします。 

 

7. 譲渡承認  

譲渡による新株予約権の取得には、取締役会の承認を要します。 

 

8. 資本金及び準備金に関する事項  

新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、

法令等の規定に従い定めるものとします。 

 

9. 端数 

新株予約権を行使した者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があるときは、これを切り捨てます。



 

- 22 - 

但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該新株予約権者が同時に複数の新株予約権を行使す

るときは各新株予約権の行使により交付する株式の数を通算して端数を算定することができます。 

 

10. 新株予約権証券の発行 

新株予約権については新株予約権証券を発行しません。 

 

11. 株主に割り当てる新株予約権の数 

当社普通株式（当社の有する普通株式を除く。）1 株につき新株予約権 1 個の割合で割り当てることとし

ます。 

 

12. 新株予約権の無償割当ての対象となる株主 

取締役会が別途定める基準日における 終の株主名簿に記載又は記録された当社普通株式の全株主（当

社を除く。）に対し、新株予約権を割り当てます。 

 

13. 新株予約権の総数 

取締役会が別途定める基準日における当社の 終の発行済株式総数（但し、当社が有する普通株式の数

を除く。）と同数とします。 

 

14. 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

取締役会が別途定める基準日以降の日で取締役会が別途定める日とします。 

 

以 上 


